
 

 

介護保険制度の改正により、令和７年８月から内容が変わりました。 

 

○ 施設サービスを利用時、居住費・食費の負担軽減制度について 

区分【第２段階】【第３段階①】について、前年度年金収入額、その他所得金額が80万円から80.9万円に変わります。 

＜申請の要件＞ 

区分 

居住費 
食 費 

()内はｼｮｰﾄｽﾃｲ利用時 

従来型個室 多床室 ユニット型個室 
ユニット型 

個室的多床室 

【第１段階】 生活保護受給者の方または

老齢福祉年金受給者の方 

   ５５０円 

＊３８０円 
０円 ８８０円 ５５０円 ３００円 

【第２段階】 前年度年金収入額、その他

所得金額が80.9万円以下の方 

５５０円 

  ＊４８０円 
４３０円 ８８０円 ５５０円 

３９０円 

（６００円） 

【第３段階①】 前年度年金収入額、その

他所得金額が80.9万円超120万円以下の

方 

１，３７０円 

  ＊８８０円 
４３０円 １，３７０円 １，３７０円 

６５０円 

（１，０００円） 

【第３段階②】 前年度年金収入額、その

他所得金額が120万円超の方 

１，３７０円 

  ＊８８０円 
４３０円 １，３７０円 １，３７０円 

１，３６０円 

（１，３００円） 

※＊は特別養護老人ホームと短期入所（ショートステイ）利用時の金額です。 

※本人年金収入額には、非課税年金（遺族年金・障害年金）を含みます。 

 

 

 

○ １か月の自己負担が高額になったときの上限額について 

対象者【前年の公的年金収入金額＋その他の合計所得金額の合計】について、80万円から80.9万円に変わります。 

 

対象者 自己負担の上限額 

課税所得６９０万円(年収約１，１６０万円)以上の ６５歳以上の方がいる世帯の方 １４０，１００円（世帯） 

課税所得３８０万円(年収約７７０万円)～課税所得６９０万円(年収約１，１６０万円)未満の

６５歳以上の方がいる世帯の方 

９３，０００円（世帯） 

市民税課税の方がいる世帯で上記のいずれにも該当しない方 ４４，４００円（代帯） 

世帯の全員が市民税非課税の方 ２４，６００円（代帯） 

前年の公的年金等収入金額十その他の合計所得金額の合計が８０．９万円以下の方等 
２４，６００円（世帯） 

１５，０００円（個人） 

生活保護を受給している方等 １５，０００円（代帯） 
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